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	（補助対象者）
	第2条　補助金の交付を受けることのできる施設は、朝日町内の医療法（昭和23年法律第205号）に規定する病院、診療所並びに柔道整復師法（昭和45年法律第19号）及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和22年法律第217号）に規定する施術所並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）に規定する薬局で、令和７年４月１日時点及び申請日現在のいずれにおいても施設を運営している医療機関等（以下「補助対象施設」という。）とする。ただし、...
	(1)  病院、診療所及び薬局においては、保険医療機関又は保険薬局でないもの
	(2)  病院及び診療所においては、高齢者施設及び障がい者施設等の施設内にあるもの又
	は高齢者施設及び障がい者施設等に併設若しくは隣接し一般外来を実施していない
	もの
	(3)  施術所においては、療養費の受領委任取扱い施術所の指定を受けていないもの
	(4)  町税を滞納していないこと
	(5)  その他町長が適当でないと認めるもの
	（補助対象経費）
	第3条　補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象者が町内の施設において事業を行うために、令和4年4月から令和7年3月に支払った電気、ガス、灯油及び重油購入費用（以下「電気料金等」という。）とする。
	第5条　補助金の交付を受けようとする者は（以下「申請者」という。）は、交付申請書
	(請求書)兼実績報告書（別記様式第1号）に次に掲げる書類を添えて、令和8年4月  24日までに、町長に提出しなければならない。
	（3)その他町長が確認に必要と認める書類
	（交付決定）

